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企業年金の「終焉」
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問題意識

1

１．日本の企業年金は、終焉に向けて、衰退して
いるのではないか。

２．確定拠出年金制度は、「年金」と言えるのか。

３．日本の退職給付制度の歴史や経緯を踏まえ
て、「終焉」に対する歯止めとして、何が考え
られるか。
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Ⅰ 日本の企業年金の状況

3

税制適格年金制度
（1962年創設）

厚生年金基金制度
（1965年創設）

確定拠出年金制度
（2001年創設）
＜企業型＞

確定給付企業年金制度
（2001年創設）

2012年廃止

事実上廃止

＜企業年金制度の変遷と選択肢＞

２１世紀２０世紀
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＜適格退職年金の企業年金等への移行状況＞

＜出所：厚生労働省「適格退職年金制度の動向」＞
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku_e.html
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＜企業年金の加⼊者数の推移＞

＜出所： 「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」ｐ27＞
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＜確定給付企業年金（ＤＢ）の規約数の推移＞

＜出所： 「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」ｐ29＞
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＜企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）の規約数の推移＞

＜出所： 「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」ｐ30＞
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＜確定給付企業年金（ＤＢ）・確定拠出年金（ＤＣ）の資産残高の推移＞

＜出所： 「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」ｐ34＞
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＜退職給付制度の有無と給付水準＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ21＞

〇退職給付制度のある企業の割合は約４社に３社（5年前80.5％→74.9％）
〇退職給付制度有の中では、年金形態が若干増加 〇給付水準は低下
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＜退職給付制度の実施状況（企業割合・規模別））＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ22＞

〇退職給付制度のない企業は、従業員規模に関わりなく増加。30～99人では約３割
〇従業員規模300人未満では、「一時金形態」→「なし」「年金形態」にシフト



久保知行 2024c
11

＜東京労働局 中小企業退職金調査（２年ごと）＞
（都内中小企業（従業員数300人未満）の賃金等の実態調査）

＜出所：「東京労働局 中小企業の賃金・退職金事情」＞

〇中小企業で、退職給付制度がないのは約３割におよぶ。
〇中小企業は、半分が「一時金のみ」の退職給付制度を採用している。
〇中小企業で、退職給付制度の年金形態の利用は約２割で、DCとDBがほぼ半々。

（注）未解答企業があるので、「制度なし」と「制度あり」の合計は100％になっていない。
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＜企業年金の普及に向けた中小企業向けの取組＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p6＞
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＜中小企業向け制度（簡易型ＤＣ・iDeCoプラス）の対象範囲の拡大＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p8＞



久保知行 2024c
14

＜中小企業におけるDCの取組状況＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p9＞

？
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Ⅱ 一時金から年金へ

15

＜適格年金制度の廃止理由＞

受給権保護の不足＜対応必須：契約⇒制度＞
１．財政運営上の不備

〇積立不足解消への対応が行われていない
２．制度設計上の不備

〇「定年のみ給付」などの不公平な給付設計

年金給付としての問題＜工夫可能？＞
３．高齢者への給付

〇「退職年金」→「老齢年金」への転換必要
４．一時金給付の蔓延

〇「一時金」→「年金」への転換必要
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＜確定給付企業年金と確定拠出年金の受給の現状＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ26＞

○ 確定給付企業年金・確定拠出年金ともに、相当数が一時金受給
を選択している。特に確定拠出年金では、企業型・個人型ともに
９割程度と、この傾向が顕著である。
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＜確定給付企業年金の給付件数＞

＜出所：「確定給付企業年金の事業状況等（2021（令和３）年度）」＞
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031918417&fileKind=2

（注）「年金」は当年度発生件数ではなく、累積件数である。
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＜確定拠出年金（企業型）の給付件数（金額）＞

＜出所：運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料（2023年3月末）」＞
https://www.mhlw.go.jp/content/001058200.pdf

（注）「年金」は当年度発生件数ではなく、累積件数である。
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確定給付企業年金法
（老齢給付金の支給の方法）
第３８条 老齢給付金は、年金として支給する。

２ 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給するこ
とができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定
める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することが
できる。

(年金給付の支給期間等)

第３３条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に
従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎
年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
(支給要件) 第３６条第２項第１項第１号

６０歳以上７０歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するもの
であること。

＜確定給付企業年金法令における老齢給付・年金関連規定＞
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確定給付企業年金施行令
(支給期間及び支払期月)
第２５条 法第３３条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定め
ること。
二 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。
(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

第２９条 法第３８条第２項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められている
こと。

二 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであ
ること。
三 （略：一時金選択の時期）

＜確定給付企業年金法令における老齢給付・年金関連規定（続）＞
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＜確定拠出年金法令における老齢給付・年金関連規定＞
確定拠出年金法
(支給の方法)
第３５条 老齢給付金は、年金として支給する。

２ 老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支
給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、企業
型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

確定拠出年金法施行令
(給付の額の算定方法に関する基準)
第５条第１項
一 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間を勘案し
て厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。

確定拠出年金法施行規則(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
第４条第１項 一 年金たる老齢給付金
ハ 給付の額は、個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十
分の一に相当する額を下回らないものであること
ニ 支給予定期間は、五年以上二十年以下であること。
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＜年金制度の責任主体（現行）＞
Ⅲ 確定給付企業年金（DB）強化提言

DBとDCの違いでは、資産運用の責任主体が「事業主か加入者か」が
注目されるが、それが年金給付の責任主体にもつながっていることに
注目する必要がある
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＜年金制度の責任主体（DB強化提言）＞

本発表のＤＢ強化提案は「提言２」（「提言１」は過日発表済）であり、
ＤＢとＤＣの選択にあたり、事業主の年金給付の責任を緩和するもの。
増大する可能性のある受給権者管理の軽減が狙い
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＜確定給付企業年金法令・老齢給付金の改定案＞

確定給付企業年金法
（老齢給付金の支給の方法）
第三十八条 老齢給付金は、年金として支給する。

２ 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金と
して支給することができることを定めた場合には、前項の
規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定め
るところにより、一時金として支給することができる。

３ 老齢給付金は、政令の定めるところにより、規約でそ
の全部を適格移換年金として支給することができることを
定めた場合には、第１項の規定にかかわらず、第２項の
一時金として支給する場合を除き、適格移換年金として支
給することができる。
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＜確定給付企業年金法令・老齢給付金の改定案（続）＞
確定給付企業年金法施行令
(老齢給付金を適格移換年金として支給する場合の基準)

第二十九条の二 法第三十八条第三項の政令で定める適格移換年
金は、次のとおりとする。

１ 適格移換年金としての支給を行うことができるのは、計算基準日
における加入者の数が三百人に満たない確定給付企業年金に限る。

２ 適格移換年金は、資産管理運用機関が提供する年金給付商品で
あって、次の要件を満たすものに限る。
一 六十歳以上七十歳以下の年齢に達したときに支給するもの

であること。
二 終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給する

ものであること。
三 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で

定めること。
四 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。
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＜DB強化提言の骨子＞

制度が支給する年金

制度が支給する一時金

資産管理運用機関が提供
する適格移換年金

通常のDB

中小企業
のDB

退職者
の選択

退職者
の選択
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＜DB強化提言の骨子＞

制度が支給する年金

制度が支給する一時金

資産管理運用機関が提供
する適格移換年金

通常のDB

中小企業
のDB

退職者
の選択

退職者
の選択

＜簡易型DB＞
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（参考） 米英におけるDBの衰退
＜DB衰退の背景＞
１．財政・制度運営リスクの表面化→日本にも共通

〇運用環境の不透明化
〇年金会計上の時価主義
〇現役加入者に対する受給権者の増大

２．制度設計上の制約→日本とは相違点も
〇終身年金の（事実上）義務づけ
→日本では有期年金を容認（主流）

〇年金給付の硬直性
→日本では受給中の年金も変動可能

〇一時金給付は例外的
→日本の企業年金は一時金から出発
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＜米国における企業年金の状況＞
（制度形態別制度数の推移：1975-2022年）

合計

DC

DＢ

＜出所：「Private Pension Plan Bulletin Historical Tables and Graphs 1975-2022」p2＞
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＜米国における企業年金の状況＞
（制度形態別加入者数の推移：1975-2022年）

合計

DC

DＢ

＜出所：「Private Pension Plan Bulletin Historical Tables and Graphs 1975-2022」p6＞
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＜米国における企業年金の状況＞
（制度形態別現役加入者数の推移：1975-2022年）

合計

DC

DＢ

＜出所：「Private Pension Plan Bulletin Historical Tables and Graphs 1975-2022」p10＞
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＜米国における企業年金の状況＞
（制度形態別資産残高の推移：1975-2022年）

合計

DC

DＢ

＜出所：「Private Pension Plan Bulletin Historical Tables and Graphs 1975-2022」p14＞
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＜英国における企業年金の状況＞
（⺠間部門の職域年金制度の現役加入者の推移：2008-2018年）

（Open：開放（通常） Closed:閉鎖）

＜出所：「Occupational Pension Schemes Survey, UK: 2018」Figure 2＞
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＜英国における企業年金の状況＞
（職域DB年金制度／状態別制度分布状況：2023年）

開放

新規加入者停止

将来分発生停止

制度清算中

＜出所：「Occupational defined benefit (DB) landscape in the UK 2023」Figure 1＞
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＜英国における企業年金の状況＞
（職域DB年金制度／状態別加入者分布状況：2023年）

開放

新規加入者停止

将来分発生停止

制度清算中

＜出所：「Occupational defined benefit (DB) landscape in the UK 2023」Figure 4＞
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＜英国における企業年金の状況＞
（職域DB年金制度／状態別制度分布状況年次推移：2012ｰ2023年）

制度清算中

将来分発生停止

新規加入者停止

開放

＜出所：「Occupational defined benefit (DB) landscape in the UK 2023」Figure 2＞
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＜英国における企業年金の状況＞
（職域DB年金制度／状態別・加入者数別分布状況：2023年）

制度清算中

将来分発生停止

新規加入者停止

開放

＜出所：「Occupational defined benefit (DB) landscape in the UK 2023」Figure 3＞
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＜英国における企業年金の状況≫

（職域DB年金制度／加入者区分別分布年次推移：2012ｰ2023年）

受給待期者

年金受給者

現役加入者

＜出所：「Occupational defined benefit (DB) landscape in the UK 2023」Figure 5＞
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＜給付建て制度に対する危惧の表明＞

さほど遠くない将来に、（給付建て）企業年金制度が、公的年金制度
が現在直面している見通しと同様に、掛金費用を増やすか年金給付
を減らすかという厳しい選択に直面するのは明らかであろう。この選
択を一層困難にするのは、多くの事業主が、法規の変更と異常な収
益率のために、給付建て制度に近年拠出してきた低い掛金率に慣れ
すぎてきている可能性があることである。（中略）加えて、引退制度の
提供者がここ１０年間にわたって実現してきた高い収益率も、おだや
かなものとなり始めたようである。そうした力のすべてが交差する時、
事業主は掛金水準の増加より給付の削減を選ぶ可能性がある。

特に困るのは、公的年金と事業主が提供する制度の積立不足が同
時に起こり、双方の制度が約束された給付を削ることを強いられる可
能性があることである。それは、ベビーブーム世代を、黄金時代に
入った時に心もとない財政状態に置き去りにするものであろう。

Dan.M.McGill et al. “Fundamentals of Private Pensions:7th Edition”（1996）

田村正雄監訳『企業年金の基礎（改版）』第５巻第27章27-38･39

39
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＜給付建て制度に対する悲観的展望＞

「給付建て制度には、それなりの利点がある。しかし、ますます移動
性が増している21世紀の労働人口においては、給付建て制度の柔

軟性の欠如が、掛金建て制度の使い勝手の良さに屈している。」と、
彼女（労働長官のElaine Chao）は私に語った。

4400万人が民間部門で制度の適用を受けてはいるが、半分は、既

に退職して給付を受け取っている人々であったり、制度が凍結された
り廃止された人々である。 言い換えれば、かつては制度の屋台骨で

あった、就労していて給付を獲得している従業員は、半分を占めるに
過ぎない。 その割合では、法改正がなくても、民間部門の年金共同
体は、1世代でほとんど死に絶えるであろう。
デルフィのミラーがすっぱりと言うように、 「年金制度は今日の世界

では合理的ではない。企業が40年や50年先の財政上の約束をする
ことは、賢明ではない。」 ほとんどのアメリカ人経営者が同意するであ
ろう。

The NewYork Times /Rｏｇｅｒ Ｌｏｗｅｎｓｔｅｉｎ ‘The End of Pensions’（10/30/2005）

40
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